
八王子市立いずみの森義務教育学校生活指導部

よく学び考える人

思いやりがあり助け合う人

健康でたくましい人

・礼儀、あいさつ、ルール、マナー

５～７年生
①記名式いじめアンケートの実施
②年３回のいじめ防止授業の実施
③QUによる児童の学校生活意欲や学級満足度の把握
④いじめに関する教員研修
⑤道徳授業の活用
⑥「気になる児童・生徒」の把握・継続対応
⑦ふれあい月間のいじめ防止啓発
⑧学校いじめ対策委員会の定期開催
⑨子どもの見守りシートによるいじめの早期発見と組織的
な早期対応
５年生
①スクールカウンセラーによる全員面談
②第Ⅰ期の内容に準ずる
③SOSの出し方に関する授業実施
６年生
①後期課程への丁寧な引き継ぎ
②第Ⅰ期の内容に準ずる
③SOSの出し方に関する授業実施
７年生
①スクールカウンセラーによる全員面談
②前期課程からの丁寧な引き継ぎ
③SOSの出し方に関する授業実施
④第Ⅲ期の内容に準ずる

・発達支持的生活指導を通した心理的安全性のある集団づ
くり
・人権意識の向上と法の遵守の精神
・いじめられている児童・生徒の立場に立った指導
・毅然とした対応と粘り強い指導
・未然防止・早期発見・早期対応
・組織的対応による丁寧な指導
・学校生活の決まりの確認と遵守

①担任による生徒との面談
②年３回のいじめ防止授業の実施
③教育相談
④記名式いじめアンケートの実施
⑤いじめに関する教員研修
⑥道徳授業の活用（講師招聘を含む）
⑦「気になる生徒」の把握・継続的対応
⑧児童・生徒会によるいじめ防止の取組
⑨専門委員会によるいじめ防止の啓発
⑩ふれあい月間のいじめ防止啓発
⑪学校いじめ対策委員会の定期的開催
⑫子ども見守りシートによるいじめの早期
発見と組織的な早期対応
⑬QUによる生徒の学校生活意欲・学級集団
への満足度の把握

教育関係法規

第Ⅰ期（１年～４年）ブロック 第Ⅱ期（５年～７年）ブロック 第Ⅲ期（８・９年）ブロック

・いじめ防止対策推進法

・東京都いじめ防止対策推進条例

・いじめを許さないまち八王子条例

文部科学省

東京都教育委員会

八王子市教育委員会

・他人の所有物や公共物へのいたずらが数件
あった。
・個別支援が必要な児童・生徒が多い。
・９学年分の生活指導の情報を共有し、協議
することが難しい。（時間的にも場所的に
も）

【第Ⅰ期】
○基本的生活習慣を身に付け、気持ちをコントロール
し、他者のために行動できるようにする。
【第Ⅱ期】
○社会のルールや学校のきまりに即して事の善悪を適切
に判断し、行動できるようにする。
【第Ⅲ期】
○持続可能な社会の形成者としての自覚をもち、他学年
の模範となる行動をすることができるようにする。
○高い規範意識をもち、Ⅰ期・Ⅱ期の児童・生徒の相談
やアドバイス、支援を主体的に行うことができる。

共通
項目

①未然防止
　　道徳授業　いじめ防止授業　防犯教育　命の大切さを考える授業　法教育　児童・生徒会活動　朝会時や長期休業前のの生活指導講話
　　生活指導だより「生活と安全」の配布
②早期発見
　　いじめ調査　生活指導記録　スクールカウンセラー面接　子ども見守りシートの活用　児童・生徒・保護者からの相談
　　個別支援委員会　校内委員会
③早期対応→早期解消
　　いじめに関する教員研修（年３回以上実施）　個別面談　個別指導　「気になる児童」の把握・継続的対応
④組織的対応
　　学校いじめ対策委員会　個別支援委員会や各期の校内委員会での特別支援や不登校支援との連携　被害児童・生徒の安全確保
　　加害児童・生徒指導　情報提供児童・生徒の安全確保　関係諸機関との連携　臨時保護者会

１～４年生
①記名式いじめアンケートの実施
②年３回のいじめ防止授業の実施
③セーフティ教室による防犯教育
④いじめに関する教員研修
⑤いのちの大切さを考える授業の実施
⑥道徳授業の活用
⑦SOSの出し方に関する教育の実施
⑧「気になる児童」の把握・継続的対応
⑨「相談できる大人」の有無の把握・対応
⑩ふれあい月間のいじめ防止啓発
⑪学校いじめ対策委員会の定期開催
⑫子ども見守りシートによるいじめの早期発見と組織
的な早期対応

いずみの森義務教育学校教育目標

いじめ防止に向けた基本方針

生徒の実態

昨年度の状況

○ 法令等を遵守し、教育計画に基づいた組織的・計画的な学校経
営を行う。
○ 地域運営学校として、家庭・地域との教和を大切にし、児童・
生徒の健やかな成長、教職員の自己実現と地域の発展に寄与する
学校経営を行う。
○ PDCAサイクルに立脚した開かれた学校経営を行う。
○ 課題解決に挑み、子どもの未来を拓くために、改善を常とする
学校経営を行う。
○ 義務教育９年間を系統的かつ連続性をもって切れ目なくつなぐ
学校経営を行う。

家庭・地域の実態・願い

○「創造」

○「共生」

○「健康」

・人なつっこい

・耐性に乏しい

・特別な支援が必要な児童・生徒の潜在化

令和８年度　学校いじめ防止対策　基本方針

法規関係

学校いじめ対策委員会（毎週水曜日に実施）
校長 、副校長 、生活指導主任（前期・後期）、養護教諭 、スクールカウンセラー、登校支援・特別支援コーディネーター、不登校対応巡回教員、学年主任、当該学級 担任

生活指導基本方針

・豊かな心

・健全育成

　いじめを「しない」「させない」「許さない」

日本国憲法

　・教育基本法

　・学校教育法

いじめ関係法規 学校経営方針

・積み重ねと見通しが苦手


